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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面表示方法であって、
　端末が、第１アプリケーションの画面である第１画面を表示しているときに、第１トリ
ガイベントを検出する段階であって、前記第１トリガイベントは、ショートカットウィン
ドウを前記第１画面上に表示することをトリガするために用いられる、段階と、
　前記端末が、前記第１トリガイベントに応答し、前記ショートカットウィンドウを前記
第１画面上に表示する段階であって、前記ショートカットウィンドウは、少なくとも１つ
のオブジェクトを含み、各オブジェクトは、１つのエレメントに関連付けられる、段階と
、
　前記端末が、前記ショートカットウィンドウ内の少なくとも１つのオブジェクトが選択
されたことを検出した後に、選択された前記オブジェクトに関連付けられたエレメントの
画面を表示する段階と、
　前記端末が、前記第１画面を表示しているときに、第２トリガイベントを検出する段階
であって、前記第２トリガイベントは、前記第１アプリケーションに関連付けられたオブ
ジェクトを前記ショートカットウィンドウ内にセットすることをトリガするために用いら
れる、段階と、
　前記端末が、前記第２トリガイベントに応答し、前記第１アプリケーションに関連付け
られた前記オブジェクトを前記ショートカットウィンドウ内にセットする段階と
　を備え、
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　前記第１トリガイベントは、特定の指紋の識別であり、
　前記ショートカットウィンドウの背景は透明であり、
　個々のエレメントは、前記端末にインストールされたアプリケーション、連絡先、設定
、リマインダ、および、ドキュメントのうちの１つである方法。
【請求項２】
　前記端末が、前記少なくとも１つのオブジェクトのうちｎ個のオブジェクトを予め設定
される時間間隔で前記ショートカットウィンドウから削除する段階であって、ｎは、０よ
りも大きく、前記少なくとも１つのオブジェクトに含まれるオブジェクトの総数以下であ
る正の整数である、段階
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記オブジェクトは、前記アプリケーションのアイコン、または、予め設定されるパー
センテージに従って縮小された、前記アプリケーションの、前記端末上で最後に表示され
た画面のスクリーンショットである、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記端末が、前記端末にインストールされた少なくとも１つのアプリケーションの特徴
が予め設定される特徴と一致することを決定した後に、前記少なくとも１つのアプリケー
ションに関連付けられたオブジェクトを前記ショートカットウィンドウ内にセットする段
階
　をさらに備える、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記端末が、前記ショートカットウィンドウを表示する前記段階の後に、前記方法は、
　前記端末が、第３トリガイベントを検出する段階であって、前記第３トリガイベントは
、前記ショートカットウィンドウのサイズを調整するために用いられる、段階と、
　前記端末が、前記第３トリガイベントに応答し、前記ショートカットウィンドウの前記
サイズを調整する段階と
　をさらに備える、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記ショートカットウィンドウ内に含まれるオブジェクトの数が、前記ショートカット
ウィンドウ内に表示されるオブジェクトの数よりも大きいとき、前記端末が、前記ショー
トカットウィンドウ内の前記少なくとも１つのオブジェクトが選択されたことを前記検出
する前に、前記方法は、
　前記端末が、前記ショートカットウィンドウの表示エリア内でのフリック操作を検出す
る段階と、
　前記端末が、前記フリック操作に応答し、前記ショートカットウィンドウ内に表示され
る少なくとも１つのオブジェクトを切り替え、前記ショートカットウィンドウ内に表示さ
れるオブジェクトが選択された前記少なくとも１つのオブジェクトを含むことを決定する
段階と
　をさらに備える、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　ディスプレイと、１または複数のプロセッサと、メモリと、１または複数のプログラム
とを備える端末であって、前記１または複数のプログラムは、前記メモリに格納され、前
記１または複数のプログラムは、命令を含み、前記命令が前記端末により実行されたとき
に、前記端末は、
　前記ディスプレイにより第１アプリケーションの画面である第１画面を表示することと
、
　第１トリガイベントを検出したときに、前記ディスプレイが前記第１トリガイベントに
応答することをトリガすることであって、前記第１トリガイベントは、前記ディスプレイ
がショートカットウィンドウを前記第１画面上に表示することをトリガするために用いら
れる、ことと、



(3) JP 6828150 B2 2021.2.10

10

20

30

40

50

　前記第１トリガイベントに応答し、前記ショートカットウィンドウを前記第１画面上に
表示することであって、前記ショートカットウィンドウは、少なくとも１つのオブジェク
トを含み、各オブジェクトは、１つのエレメントに関連付けられる、ことと、
　前記ショートカットウィンドウ内の少なくとも１つのオブジェクトが選択されたことを
検出した後に、前記ディスプレイが選択された前記オブジェクトに関連付けられたエレメ
ントの画面を表示することをトリガすることと、
　前記第１画面を表示しているときに、前記ディスプレイにより、第２トリガイベントを
検出し、前記第２トリガイベントに応答するよう構成され、前記第２トリガイベントは、
前記第１アプリケーションに関連付けられたオブジェクトを前記ショートカットウィンド
ウ内にセットすることをトリガするために用いられる、ことと
　を行うよう構成され、
　前記第１トリガイベントは、特定の指紋の識別であり、
　前記ショートカットウィンドウの背景は透明であり、
　個々のエレメントは、前記端末にインストールされたアプリケーション、連絡先、設定
、リマインダ、および、ドキュメントのうちの１つである、
　端末。
【請求項８】
　前記端末はさらに、
　前記少なくとも１つのオブジェクトのうちｎ個のオブジェクトを予め設定される時間間
隔で前記ショートカットウィンドウから削除するよう構成され、ｎは、０よりも大きく、
前記少なくとも１つのオブジェクトに含まれるオブジェクトの総数以下である正の整数で
ある、
　請求項７に記載の端末。
【請求項９】
　前記オブジェクトは、前記アプリケーションのアイコン、または、予め設定されるパー
センテージに従って縮小された、前記アプリケーションの、前記端末上で最後に表示され
た画面のスクリーンショットである、請求項７または８に記載の端末。
【請求項１０】
　前記端末はさらに、
　前記端末にインストールされた少なくとも１つのアプリケーションの特徴が予め設定さ
れる特徴と一致することを決定した後に、前記少なくとも１つのアプリケーションに関連
付けられたオブジェクトを前記ショートカットウィンドウ内にセットするよう構成される
、
　請求項７から９のいずれか一項に記載の端末。
【請求項１１】
　前記端末はさらに、
　前記ディスプレイが前記ショートカットウィンドウを表示した後に、前記ショートカッ
トウィンドウのサイズを調整するために用いられる第３トリガイベントを検出し、前記第
３トリガイベントに応答し、前記ショートカットウィンドウの前記サイズを調整するよう
構成される、
　請求項７から１０のいずれか一項に記載の端末。
【請求項１２】
　前記ショートカットウィンドウ内に含まれるオブジェクトの数が、前記ショートカット
ウィンドウ内に表示されるオブジェクトの数よりも大きいとき、前記端末はさらに、
　前記ショートカットウィンドウ内の前記少なくとも１つのオブジェクトが選択されたこ
とを検出する前に、前記ショートカットウィンドウの表示エリア内でのフリック操作を検
出し、前記フリック操作に応答し、前記ショートカットウィンドウ内に表示される少なく
とも１つのオブジェクトを切り替え、前記ショートカットウィンドウ内に表示されるオブ
ジェクトが選択された前記少なくとも１つのオブジェクトを含むことを決定するよう構成
される、
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　請求項７から１１のいずれか一項に記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子製品アプリケーションの分野に関し、特に画面表示方法および端末に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイルインターネットならびにスマートフォンおよびタブレットコンピュータなどの
インテリジェント端末の発達に伴い、インテリジェント端末にインストールするための多
数のアプリケーションソフトウェアが出現しており、それにより人々の生活に利便性がも
たらされている。
【０００３】
　ユーザは通常、ユーザの実際の必要性に応じて、複数のアプリケーションを端末にイン
ストールする場合がある。端末のデスクトップ上に表示されている画面がゲームアプリケ
ーションの画面であるときに、ユーザが例えばＷｅＣｈａｔのような別のアプリケーショ
ンに入る必要がある場合、ユーザは、ゲームアプリケーションの画面を終了させ、デスク
トップに戻って、デスクトップ上に表示されるアプリケーションからＷｅＣｈａｔアプリ
ケーションを見つける必要がある。ユーザは次いで、ＷｅＣｈａｔアプリケーションのア
イコンを選択する。端末は、ＷｅＣｈａｔアプリケーションのアイコンが選択されたこと
を検出したときに、ＷｅＣｈａｔアプリケーションに入る。あるいは、図１に示すように
、端末のデスクトップ上に表示されている画面がゲームアプリケーションの画面であり、
ユーザが入る必要があるＷｅＣｈａｔアプリケーションがバックグラウンド起動している
とき、端末は、ユーザによるトリガによって、バックグラウンド起動しているアプリケー
ションの複数の画面をディスプレイ画面上に一列に表示する場合がある。第１画面がゲー
ムアプリケーションの画面であり、第２画面がバックグラウンド起動しているＷｅＣｈａ
ｔアプリケーションの画面である場合、ユーザは、第２画面を全画面で表示するために、
ディスプレイ画面を右フリックし、第２画面を第１画面の位置まで移動させ、次いで第２
画面をタップする必要がある。それにより、ゲームアプリケーションの現在の画面からＷ
ｅＣｈａｔアプリケーションの画面への切り替えが行われる。
【０００４】
　加えて、従来技術においては、端末上に表示されている画面がアプリケーションの画面
または別の画面（デスクトップを除く）であるとき、ユーザがファイル（音楽またはオフ
ィスドキュメントなど）を開くまたはリマインダをチェックする必要がある場合、ユーザ
は、デスクトップに戻るための操作を端末に対して行う必要があり、次いで開く必要があ
るファイルまたはリマインダを見つける。ユーザは次いで、ファイルまたはリマインダに
対して対応する操作を行って、ファイルまたはリマインダの画面を開く。
【０００５】
　要するに、従来技術においては、ユーザが端末上に表示している画面がデスクトップで
ないとき、現在の画面から別のコンテンツ（アプリケーション、ファイル、またはリマイ
ンダなど）の画面に切り替える方式が、比較的複雑である。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、端末上に表示されている画面がデスクトップでないとき、ユーザが現在の画
面から他のコンテンツの画面に切り替える方式が比較的複雑であるという従来技術の課題
を解決するべく、画面表示方法および端末を提供する。
【０００７】
　第１態様によれば、画面表示方法であって、端末が、第１画面を表示しているときに、
第１トリガイベントを検出し、第１トリガイベントに応答してショートカットウィンドウ
を第１画面上に表示する段階であって、ショートカットウィンドウは、少なくとも１つの
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オブジェクトを含み、各オブジェクトは、１つのエレメントに関連付けられ、少なくとも
１つのオブジェクトに関連付けられたエレメントは、端末にインストールされたアプリケ
ーション、連絡先、設定、リマインダ、またはドキュメントのうちの１または複数を含む
、段階と、端末が、ショートカットウィンドウ内の少なくとも１つのオブジェクトが選択
されたことを検出した後に、選択されたオブジェクトに関連付けられたエレメントの画面
を表示する段階とを備える方法が提供される。本発明の実施形態においては、ショートカ
ットウィンドウを第１画面上に表示することができ、ショートカットウィンドウは、少な
くとも１つのオブジェクトを含み、ショートカットウィンドウのオブジェクトを選択する
ことによってエレメントの画面に直接的に入ることができ、エレメントは、端末にインス
トールされたアプリケーション、連絡先、設定、リマインダ、またはドキュメントのうち
の１または複数であってよい。従って、第１画面から別のエレメントの画面に迅速に入る
方式が提供される。ショートカットウィンドウ内のオブジェクトに関連付けられたエレメ
ントが、ＷｅＣｈａｔまたはブラウザなどの、端末にインストールされたアプリケーショ
ンであるとき、ユーザは、ショートカットウィンドウを第１画面上に直接呼び出すこと、
およびショートカットウィンドウ内のオブジェクトを用いることにより、別のアプリケー
ションの画面に直接的に入り得る。これにより、従来技術と比較して、第１画面から別の
アプリケーションの画面に入る方式が簡略化され、それによりユーザエクスペリエンスが
改善される。
【０００８】
　好ましくは、ショートカットウィンドウ内に含まれるオブジェクトに関連付けられた、
端末にインストールされたアプリケーションは、ユーザが常用するアプリケーションであ
り、ショートカットウィンドウ内に含まれるオブジェクトを用いてユーザが常用するアプ
リケーションに直接的に入ることは、ユーザにとって簡便であり、それによりユーザエク
スペリエンスが改善される。
【０００９】
　本発明の本実施形態において、第１画面は、デスクトップであってもよく、またはアプ
リケーションの画面であってもよいことに留意されたい。加えて、第１画面がデスクトッ
プであるとき、ユーザが開く必要があるアプリケーションを、デスクトップ上の比較的多
数のアプリケーションから見つけることが回避され得る。これにより、ユーザエクスペリ
エンスが改善される。
【００１０】
　第１態様に基づくと、任意選択的に、第１画面が第１アプリケーションの画面であると
き、ユーザは、ショートカットウィンドウを用いて、第１画面から別のエレメントの画面
に迅速に切り替え得る。これにより、ユーザが１つのアプリケーションの画面から別のア
プリケーションの画面に端末上で迅速に切り替えるとき、これらのアプリケーションがバ
ックグラウンド起動しているアプリケーションに限定されるという従来技術の課題が回避
される。
【００１１】
　第１態様に基づくと、本発明の一実施形態はさらに、オブジェクトがショートカットウ
ィンドウに手動で追加される方式であって、端末が、第１画面を表示しているときに、第
２トリガイベントを検出し、第２トリガイベントに応答し、第１オブジェクトをショート
カットウィンドウ内にセットし、第２トリガイベントは、第１オブジェクトをショートカ
ットウィンドウ内にセットすることをトリガするために用いられ、第１オブジェクトは、
第１アプリケーションに関連付けられる、方式を提供する。
【００１２】
　ユーザは、ユーザの必要性に応じてオブジェクトをショートカットウィンドウに追加す
ることができ、従ってこれにより、ユーザの必要性をより良好に満たし、ユーザエクスペ
リエンスを改善することができる。
【００１３】
　ユーザが、開始する必要があるアプリケーションに関連付けられたオブジェクトをショ
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ートカットウィンドウ内で迅速に見つけることができるよう、ショートカットウィンドウ
内のアプリケーションの数は多過ぎないものとすべきである。具体的には、端末は、当該
少なくとも１つのオブジェクトのうちｎ個のオブジェクトを予め設定される時間間隔でシ
ョートカットウィンドウから削除し、ｎは、０よりも大きく、当該少なくとも１つのオブ
ジェクトに含まれるオブジェクトの総数以下である正の整数である。
【００１４】
　端末によりショートカットウィンドウから削除されるｎ個のオブジェクトは、予め設定
される条件を満たす。例えば、当該ｎ個のオブジェクトに関連付けられたアプリケーショ
ンの使用回数は、次の期間において、予め設定される閾値よりも小さい。例えば、当該予
め設定される閾値は１に設定され、ＷｅＣｈａｔアプリケーションに関連付けられたオブ
ジェクトがショートカットウィンドウ内に現在セットされていると仮定する。しかしなが
ら、現在の時点から２時間の間におけるユーザによるＷｅＣｈａｔアプリケーションの使
用回数が、１よりも小さい。すなわち、ユーザは、この期間においてＷｅＣｈａｔアプリ
ケーションを開始しない場合がある。従って、ショートカットウィンドウ内のオブジェク
トの数が多過ぎることによりユーザエクスペリエンスが悪化することを回避するべく、端
末は、この期間において、ＷｅＣｈａｔアプリケーションに関連付けられたオブジェクト
を削除してよい。
【００１５】
　第１態様に基づくと、任意選択的に、オブジェクトに関連付けられたエレメントが端末
にインストールされたアプリケーションであるとき、オブジェクトは、アプリケーション
のアイコン、または、予め設定されるパーセンテージに従って縮小された、アプリケーシ
ョンの、端末上で最後に表示された画面のスクリーンショットである。
【００１６】
　オブジェクトはアイコンまたはスクリーンショットであり、従ってオブジェクトがユー
ザにより明確に識別されることができる。
【００１７】
　加えて、オブジェクトに関連付けられたエレメントがリマインダ、連絡先、設定、およ
びドキュメントであるとき、オブジェクトは、直接的にリマインダ、連絡先、設定、およ
びドキュメントであってよい。例えば、ドキュメントが音楽ファイルであるとき、オブジ
ェクトは音楽ファイルであり、またはオブジェクトは、リマインダ、連絡先、設定、およ
びドキュメントのアイコンである。
【００１８】
　第１態様に基づくと、任意選択的に、本発明の一実施形態はさらに、オブジェクトがシ
ョートカットウィンドウに自動で追加される方式であって、端末にインストールされた少
なくとも１つのエレメントの特徴が予め設定される特徴と一致することを決定したときに
、端末が、当該少なくとも１つのエレメントに関連付けられたオブジェクトをショートカ
ットウィンドウ内にセットする方式を提供する。
【００１９】
　端末は、予め設定される特徴と一致するエレメントに関連付けられたオブジェクトをシ
ョートカットウィンドウ内に自動でセットすることができ、それによりユーザの積極的な
操作が減り、ユーザに利便性がもたらされる。
【００２０】
　第１態様に基づくと、任意選択的に、端末が、ショートカットウィンドウを表示した後
に、ショートカットウィンドウのサイズを調整するために用いられる第３トリガイベント
を検出し、第３トリガイベントに応答することで、ショートカットウィンドウのサイズを
調整する。
【００２１】
　端末がショートカットウィンドウを表示しているときに、より多くのオブジェクトをシ
ョートカットウィンドウ内に表示できるようにショートカットウィンドウのサイズを調整
することができ、それによりユーザがオブジェクトを容易にチェックすることが可能とな
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る。第１態様においては、より少数のオブジェクトをショートカットウィンドウ内に表示
できるようにショートカットウィンドウのサイズを調整することができ、それにより第１
画面をチェックする際のユーザに対するショートカットウィンドウによる影響が低減され
、ユーザエクスペリエンスが改善される。
【００２２】
　加えて、本発明の本実施形態において、ユーザはさらに、端末上におけるショートカッ
トウィンドウの表示位置を調整してよいことに留意されたい。
【００２３】
　第１態様に基づくと、任意選択的に、ショートカットウィンドウ内に含まれるオブジェ
クトの数がショートカットウィンドウ内に表示されるオブジェクトの数よりも大きいとき
、端末が、ショートカットウィンドウの表示エリア内でのフリック操作を検出し、フリッ
ク操作に応答し、ショートカットウィンドウ内に表示される少なくとも１つのオブジェク
トを切り替え、ショートカットウィンドウ内に表示されるオブジェクトが選択された少な
くとも１つのオブジェクトを含むことを決定する。
【００２４】
　ショートカットウィンドウの表示エリアのサイズは限られており、従って、ショートカ
ットウィンドウ内に含まれるオブジェクトの数が比較的多いときは、全てのオブジェクト
がショートカットウィンドウ内に表示されるときに異常な表示を引き起こしやすく、ユー
ザがオブジェクトを見つけることが難しい。しかしながら、一部のオブジェクトがショー
トカットウィンドウ内に表示されるときは、ショートカットウィンドウ内に表示されるオ
ブジェクトがフリック操作により切り替えられ、それにより、選択する必要があるオブジ
ェクトをユーザが容易に見つけることが可能となり、ユーザエクスペリエンスが改善され
る。
【００２５】
　第２態様によれば、画面表示端末が提供され、端末は、表示ユニットおよび処理ユニッ
トを備え、表示ユニットは、第１画面を表示するよう構成され、処理ユニットは、第１ト
リガイベントを検出したときに、表示ユニットが第１トリガイベントに応答することをト
リガするよう構成され、第１トリガイベントは、表示ユニットがショートカットウィンド
ウを第１画面上に表示することをトリガするために用いられ、表示ユニットはさらに、第
１トリガイベントに応答し、ショートカットウィンドウを第１画面上に表示するよう構成
され、ショートカットウィンドウは、少なくとも１つのオブジェクトを含み、各オブジェ
クトは、１つのエレメントに関連付けられ、当該少なくとも１つのオブジェクトに関連付
けられたエレメントは、端末にインストールされたアプリケーション、連絡先、設定、リ
マインダ、またはドキュメントのうちの少なくとも２つを含み、処理ユニットはさらに、
ショートカットウィンドウ内の少なくとも１つのオブジェクトが選択されたことを検出し
た後に、表示ユニットが選択されたオブジェクトに関連付けられたエレメントの画面を表
示することをトリガするよう構成される。
【００２６】
　第２態様に基づくと、任意選択的に、第１画面は、第１アプリケーションの画面である
。
【００２７】
　第２態様に基づくと、任意選択的に、処理ユニットはさらに、第１画面を表示している
ときに、表示ユニットにより、第２トリガイベントを検出し、第２トリガイベントに応答
するよう構成され、第２トリガイベントは、第１アプリケーションに関連付けられたオブ
ジェクトをショートカットウィンドウ内にセットすることをトリガするために用いられる
。
【００２８】
　第２態様に基づくと、任意選択的に、処理ユニットはさらに、当該少なくとも１つのオ
ブジェクトのうちｎ個のオブジェクトを予め設定される時間間隔でショートカットウィン
ドウから削除するよう構成され、ｎは、０よりも大きく、当該少なくとも１つのオブジェ
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クトに含まれるオブジェクトの総数以下である正の整数である。
【００２９】
　第２態様に基づくと、任意選択的に、オブジェクトは、アプリケーションのアイコン、
または、予め設定されるパーセンテージに従って縮小された、アプリケーションの、端末
上で最後に表示された画面のスクリーンショットである。
【００３０】
　第２態様に基づくと、任意選択的に、処理ユニットはさらに、端末にインストールされ
た少なくとも１つのアプリケーションの特徴が予め設定される特徴と一致することを決定
した後に、当該少なくとも１つのアプリケーションに関連付けられたオブジェクトをショ
ートカットウィンドウ内にセットするよう構成される。
【００３１】
　第２態様に基づくと、任意選択的に、処理ユニットはさらに、表示ユニットがショート
カットウィンドウを表示した後に、ショートカットウィンドウのサイズを調整するために
用いられる第３トリガイベントを検出し、第３トリガイベントに応答し、ショートカット
ウィンドウのサイズを調整するよう構成される。
【００３２】
　第２態様に基づくと、任意選択的に、ショートカットウィンドウ内に含まれるオブジェ
クトの数がショートカットウィンドウ内に表示されるオブジェクトの数よりも大きいとき
、処理ユニットはさらに、ショートカットウィンドウ内の少なくとも１つのオブジェクト
が選択されたことを検出する前に、ショートカットウィンドウの表示エリア内でのフリッ
ク操作を検出し、フリック操作に応答し、ショートカットウィンドウ内に表示される少な
くとも１つのオブジェクトを切り替え、ショートカットウィンドウ内に表示されるオブジ
ェクトが選択された少なくとも１つのオブジェクトを含むことを決定するよう構成される
。
【００３３】
　第３態様によれば、本発明の一実施形態はさらに、端末デバイスを提供し、端末デバイ
スは、プロセッサおよびメモリを備え、メモリは、ソフトウェアプログラムを格納するよ
う構成され、プロセッサは、メモリに格納されたソフトウェアプログラムを読み込み、第
１態様において提供される方法または第１態様の任意の実現形態を実現するよう構成され
る。
【００３４】
　第４態様によれば、本発明の一実施形態はさらに、コンピュータ記憶媒体を提供し、記
憶媒体は、不揮発性であってよく、すなわち、電力障害の場合に記憶媒体内のコンテンツ
が失われない。記憶媒体は、ソフトウェアプログラムを格納し、ソフトウェアプログラム
が１または複数のプロセッサにより読み込まれて実行されたときに、第１態様において提
供される方法または第１態様の任意の実現形態が実現されてよい。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】従来技術における、バックグラウンド起動している複数のアプリケーションの画
面の表示の概略図である。
【００３６】
【図２】本発明の一実施形態に係る端末のハードウェア構造の概略図である。
【００３７】
【図３】本発明の一実施形態に係る画面表示方法の概略フローチャートである。
【００３８】
【図４ａ】本発明の一実施形態に係るショートカットウィンドウの概略図である。
【図４ｂ】本発明の一実施形態に係るショートカットウィンドウの概略図である。
【図４ｃ】本発明の一実施形態に係るショートカットウィンドウの概略図である。
【図４ｄ】本発明の一実施形態に係るショートカットウィンドウの概略図である。
【図４ｅ】本発明の一実施形態に係るショートカットウィンドウの概略図である。
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【図４ｆ】本発明の一実施形態に係るショートカットウィンドウの概略図である。
【図４ｇ】本発明の一実施形態に係るショートカットウィンドウの概略図である。
【図４ｈ】本発明の一実施形態に係るショートカットウィンドウの概略図である。
【図４ｉ】本発明の一実施形態に係るショートカットウィンドウの概略図である。
【００３９】
【図５】本発明の一実施形態に係るショートカットウィンドウの概略図である。
【００４０】
【図６】本発明の一実施形態に係る端末の概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本発明の目的、技術的解決手段、および利点をより明確にするべく、以下でさらに、添
付の図面に関連して本発明を詳細に説明する。
【００４２】
　本発明の実施形態における画面表示方法は、主に端末に適用されることを理解されたい
。端末は、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ユーザ機器）、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　
Ｓｔａｔｉｏｎ、移動局）、および移動端末（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）等とも
称される場合がある。任意選択的に、端末は、携帯電話、タブレットコンピュータ、ＰＤ
Ａ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ、パーソナルデジタルアシ
スタント）、ＰＯＳ（Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　Ｓａｌｅｓ、販売時点情報管理）、車載コンピ
ュータ、またはセットトップボックス等であってよい。
【００４３】
　本発明の実施形態における画面表示方法によれば、ショートカットウィンドウを第１画
面上に表示することができ、ショートカットウィンドウは、少なくとも１つのオブジェク
トを含み、ショートカットウィンドウのオブジェクトを選択することによってエレメント
の画面に直接的に入ることができ、エレメントは、端末にインストールされたアプリケー
ション、連絡先、設定、リマインダ、またはドキュメントのうちの１または複数であって
よい。従って、第１画面から別のエレメントの画面に入る方式が提供される。ショートカ
ットウィンドウ内のオブジェクトに関連付けられたエレメントが、ＷｅＣｈａｔまたはブ
ラウザなどの、端末にインストールされたアプリケーションであるとき、ユーザは、ショ
ートカットウィンドウを第１画面上に直接呼び出すこと、およびショートカットウィンド
ウ内のオブジェクトを用いることにより、別のアプリケーションの画面に直接的に入り得
る。これにより、従来技術と比較して、第１画面から別のアプリケーションの画面に入る
方式が簡略化され、それによりユーザエクスペリエンスが改善される。
【００４４】
　好ましくは、ショートカットウィンドウ内に含まれるオブジェクトに関連付けられた、
端末にインストールされたアプリケーションは、ユーザが常用するアプリケーションであ
る。
【００４５】
　ショートカットウィンドウ内のオブジェクトに関連付けられたエレメントは、バックグ
ラウンド起動していてもよく、またはバックグラウンド起動していなくてもよいことに留
意されたい。例えば、ショートカットウィンドウ内のオブジェクトに関連付けられたエレ
メントがアプリケーションであるとき、アプリケーションは、バックグラウンド起動して
いてもよく、またはバックグラウンド起動していなくてもよい。ショートカットウィンド
ウ内のオブジェクトに関連付けられたアプリケーションは、端末にインストールされたア
プリケーションである。
【００４６】
　ショートカットウィンドウ内に表示される複数のオブジェクトに関連付けられる複数の
エレメントは、同じタイプのものであってもよく、例えばこれらのエレメントは全てアプ
リケーションであり、または異なるタイプの混合、例えばアプリケーションおよび画像の
混合であってもよいことに留意されたい。図２を参照すると、図２は、本発明の一実施形
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態が適用される端末のハードウェア構造の概略図である。端末２００は、表示デバイス２
１０、プロセッサ２２０、およびメモリ２３０を含む。表示デバイス２１０は、ユーザに
より入力される情報またはユーザに提供される情報、および端末２００の様々な操作画面
等を表示するよう構成されるディスプレイパネル２１１を含む。本発明の本実施形態にお
いて、ディスプレイパネル２１１は主に、端末１００にインストールされたアプリケーシ
ョンの画面、デスクトップ、ショートカットウィンドウ、およびショートカットウィンド
ウ内に含まれる少なくとも１つのオブジェクト等を表示するよう構成される。任意選択的
に、ディスプレイパネル２１１は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ、液晶ディスプレイ）またはＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉ
ｎｇ　Ｄｉｏｄｅ、有機発光ダイオード）などの形態で構成されてよい。
【００４７】
　プロセッサ２２０は、コンピュータプログラムを読み込み、コンピュータプログラムに
より定義される方法を実行するよう構成される。例えば、プロセッサ２２０は、１または
複数のアプリケーションプログラムを読み込むことで、アプリケーションを端末１００上
に起動し、アプリケーションの画面を表示デバイス２１０上に表示する。プロセッサ２２
０は、１または複数の汎用プロセッサを含んでよく、本発明の本実施形態において提供さ
れる技術的解決手段を実現するべく、対応する操作を実行するよう構成される１または複
数のＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ、デジタルシグナルプ
ロセッサ）をさらに含んでよい。
【００４８】
　メモリ２３０は通常、内部メモリおよび外部メモリを含む。内部メモリは、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、またはキャッシュ（ＣＡＣＨ
Ｅ）等であってよい。外部メモリは、ハードディスク、光ディスク、ＵＳＢフラッシュド
ライブ、フロッピーディスク、またはテープドライブ等であってよい。メモリ２３０は、
コンピュータプログラムおよび他のデータ２３３を格納するよう構成される。コンピュー
タプログラムは、オペレーティングシステム２３２およびアプリケーションプログラム２
３１を含む。他のデータ２３３は、オペレーティングシステム２３２、またはアプリケー
ションプログラム２３１が動作した後に取得されるデータを含んでよい。データは、シス
テムデータ（例えば、オペレーティングシステムのコンフィギュレーションパラメータ）
およびユーザデータを含み、例えばユーザにより撮影された画像は、典型的なユーザデー
タである。本発明の本実施形態において、ショートカットウィンドウ、ショートカットウ
ィンドウ内に含まれる少なくとも１つのオブジェクト、ショートカットウィンドウ内に含
まれるオブジェクトに関連付けられたエレメントが、メモリ２３０に格納される。端末２
００が第１トリガイベントを検出していないとき、ショートカットウィンドウは第１画面
上に表示されない。端末２００は、第１トリガイベントを検出したときにのみ、ショート
カットウィンドウおよびショートカットウィンドウ内に含まれる少なくとも１つのオブジ
ェクトをメモリ２３０から呼び出し、ショートカットウィンドウとショートカットウィン
ドウ内に含まれる少なくとも１つのオブジェクトとを表示デバイス２１０上に表示する。
【００４９】
　加えて、端末２００は、入力されるデジタル情報、特徴情報、または接触タッチ操作／
非接触ジェスチャを受け取ること、および端末２００のユーザ設定および機能制御に関連
する信号入力を生成すること等を行うよう構成される入力デバイス２４０をさらに含んで
よい。具体的には、本発明の本実施形態において、入力デバイス２４０は、タッチパネル
２４１を含んでよい。タッチパネル２４１は、タッチスクリーンとも称され、タッチパネ
ル２４１上またはその付近でのユーザのタッチ操作（例えば、指またはスタイラスなどの
任意の適切な物体またはアクセサリを用いたタッチパネル２４１上またはタッチパネル２
４１付近でのユーザの操作）を収集することができ、予め設定されるプログラムに従って
対応する接続装置を駆動することができる。任意選択的に、タッチパネル２４１は、タッ
チ検出装置およびタッチコントローラの２つの部分を含んでよい。タッチ検出装置は、ユ
ーザのタッチ位置を検出し、タッチ操作により生成される信号を検出し、信号をタッチコ
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ントローラへ伝達する。タッチコントローラは、タッチ検出装置からタッチ情報を受け取
り、タッチ情報をタッチ点座標に変換し、次いでタッチ点座標をプロセッサ２２０へ送り
、またプロセッサ２２０により送られるコマンドを受け取って実行することができる。本
発明の本実施形態において、第１トリガイベントが第１ジェスチャである場合、タッチパ
ネル２４１内のタッチ検出装置は、タッチ操作を検出し、検出されたタッチ操作に対応す
る信号をタッチコントローラへ送る。タッチコントローラは、信号をタッチ点座標に変換
し、タッチ点座標をプロセッサ２２０へ送る。プロセッサ２２０は、受け取ったタッチ点
座標に従ってタッチ操作を第１ジェスチャとして決定し、第１ジェスチャに応答する。具
体的には、ショートカットウィンドウとショートカットウィンドウ内に含まれる少なくと
も１つのオブジェクトとがメモリ２３０から呼び出され、ショートカットウィンドウとシ
ョートカットウィンドウ内に含まれる少なくとも１つのオブジェクトとが表示デバイス２
１０上に表示される。
【００５０】
　タッチパネル２４１は、抵抗タイプ、静電容量タイプ、赤外線、および弾性表面波など
の複数のタイプとして実現されてよい。本発明の本実施形態において、タッチパネル２４
１は、タッチディスプレイ画面を形成するようディスプレイパネル２１１を被覆してよい
ことを理解されたい。入力ユニット２４０は、タッチパネル２４１に加えて、別の入力デ
バイス２４２をさらに含んでよく、別の入力デバイス２４２は、物理キーボード、機能キ
ー（ボリューム制御キーまたはｏｎ／ｏｆｆキーなど）、トラックボール、マウス、また
は操作ロッドのうちの１または複数を含んでよいが、これらに限定されない。従って、本
発明の本実施形態において、第１トリガイベントは、第１ジェスチャに限定されず、さら
に物理ボタン等であってよい。
【００５１】
　加えて、端末２００は、他のモジュールに電力を供給するよう構成される電源２５０と
、画像を撮影または動画を録画するよう構成されるカメラ２６０とをさらに含んでよい。
端末２００は、加速度センサ、光センサ、および圧力センサなどの１または複数のセンサ
２７０をさらに含んでよい。従って、本発明の本実施形態において、第１トリガイベント
はさらに、端末２００が表示デバイス２１０の特定の領域内において圧力を検出すること
等であってよい。具体的には、端末２００は、ワイヤレスネットワークデバイスとネット
ワーク通信を行うよう構成される無線周波数（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ）
回路２８０をさらに含んでよく、別のデバイスとＷｉ－Ｆｉ通信を行うよう構成されるＷ
ｉ－Ｆｉモジュール２９０をさらに含んでよい。
【００５２】
　図中には示していないが、端末２００はカメラフラッシュ等をさらに含んでよい。詳細
はここでは改めて説明しない。
【００５３】
　具体的には、図３に示すように、本発明の一実施形態に係る画面表示方法は、以下の段
階を備える。
【００５４】
　段階３００：端末が、第１画面を表示しているときに、第１トリガイベントを検出する
。第１トリガイベントは、ショートカットウィンドウを第１画面上に表示することをトリ
ガするために用いられる。
【００５５】
　段階３００において、第１画面は、デスクトップであってもよく、アプリケーションの
画面であってもよく、またはファイルの画面（例えばｗｏｒｄドキュメントの画面）であ
ってもよい。第１トリガイベントは、表示エリア内での特定のタッチジェスチャ（例えば
３本指でのスワイプ）、特定の音、表示エリアの特定の領域内での感圧操作、特定の物理
ボタンの選択、特定の指紋の識別、赤外線または超音波を用いたフローティングタッチの
識別、または圧力スクリーン等であってよい。
【００５６】
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　第１トリガイベントが表示エリア上での特定のタッチジェスチャであるとき、ユーザは
、必要性に応じて、端末内でタッチジェスチャを定義してよい。第１トリガイベントが特
定の音であるとき、ユーザは、必要性に応じて、端末内で音を定義してよい。
【００５７】
　段階３０１：端末が、第１トリガイベントに応答し、ショートカットウィンドウを第１
画面上に表示する。ショートカットウィンドウは、少なくとも１つのオブジェクトを含み
、各オブジェクトは、１つのエレメントに関連付けられ、少なくとも１つのオブジェクト
に関連付けられたエレメントは、端末にインストールされたアプリケーション、連絡先、
設定、リマインダ、またはドキュメントのうちの少なくとも２つを含む。
【００５８】
　加えて、ショートカットウィンドウ内に含まれるオブジェクトに関連付けられたエレメ
ントはさらに、端末にインストールされたアプリケーション、連絡先、設定、リマインダ
、またはドキュメントのうちの１つのみであってよい。
【００５９】
　本発明の本実施形態において、オブジェクトに関連付けられたエレメントが端末にイン
ストールされたアプリケーションであるとき、オブジェクトは、エレメントのアイコン、
または、予め設定されるパーセンテージに従って縮小された、エレメントの、端末上で最
後に表示された画面のスクリーンショットであることに留意されたい。例えば、エレメン
トが端末にインストールされたＷｅＣｈａｔであるとき、オブジェクトは、ＷｅＣｈａｔ
のアイコン、または、予め設定されるパーセンテージに従って縮小された、ＷｅＣｈａｔ
の、端末上で最後に表示された画面のスクリーンショットであってよい。ディスプレイ画
面上で最後に表示された画面が動画面である場合、スクリーンショットは、動的なスクリ
ーンショットであってもよく、または静的なスクリーンショットであってもよい。
【００６０】
　加えて、オブジェクトはさらに、音楽ファイル、またはドキュメント等であってよい。
【００６１】
　比較的多数のアプリケーションが端末にインストールされ、比較的多数のドキュメント
が端末に格納されているとき、アプリケーションの、端末上に表示されるアイコンの数が
比較的多くなり、これはユーザがアイコンを見つけるのに簡便でない。ユーザが常用する
アプリケーションのオブジェクトまたはドキュメントのオブジェクトが、ショートカット
ウィンドウ内にセットされてよい。ユーザは、第１トリガイベントを用いてショートカッ
トウィンドウを呼び出してよい。端末のデスクトップ上のアイコンと比較すると、ショー
トカットウィンドウ内に含まれるオブジェクトの数は、比較的小さい。従って、ユーザが
アイコンを迅速に見つけることが簡便になり、それによりユーザエクスペリエンスがさら
に改善される。
【００６２】
　具体的には、第１画面にショートカットウィンドウを表示させることをトリガするため
に３本指でスワイプすることを一例として用いる。端末が第１トリガイベントに応答する
前は、ショートカットウィンドウは第１画面上に表示されない。ショートカットウィンド
ウ内に含まれるオブジェクトの数は、ショートカットウィンドウ内に表示できるオブジェ
クトの数よりも大きくてよい。従って、任意選択的に、ショートカットウィンドウ内に含
まれるオブジェクトの数がショートカットウィンドウ内に表示されるオブジェクトの数よ
りも大きいとき、端末は、ショートカットウィンドウの表示エリア内でのフリック操作を
検出し、次いでフリック操作に応答し、ショートカットウィンドウ内に表示される少なく
とも１つのオブジェクトを切り替え、ショートカットウィンドウ内に表示されるオブジェ
クトが選択された少なくとも１つのオブジェクトを含むことを決定する。
【００６３】
　例えば、端末は、図４ａに示す方式で、ショートカットウィンドウを第１画面上に表示
する。図４ａにおいて、ショートカットウィンドウを表すのに４００を用い、オブジェク
トを表すのに４０１を用いる。具体的には、４００内にセットできるオブジェクトの最大
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数は、種々の必要性に応じて設定されてよい。図４ａに示すように、最大４つのオブジェ
クトがショートカットウィンドウ４００の各列内にセットされてよく、最大８つのオブジ
ェクトをページ上に表示することができる。すなわち、図４ｂに示すように、ショートカ
ットウィンドウの表示エリアが最大８つのオブジェクトを表示できるときであって、セッ
トされるオブジェクトの数が８よりも大きいとき、２つのページを用いてオブジェクトが
セットされてよく、左右フリックによって異なるページが切り替えられてよい。図４ｂに
示すように、端末は、左フリックによって破線のボックスのページに切り替わってよい。
加えて、図４ｃに示すように、左右フリックによってショートカットウィンドウ内のオブ
ジェクトが表示される。あるいは、図４ｄの下部に示すように、上下フリックによってシ
ョートカットウィンドウ内のオブジェクトが表示される。図４ｃの下部のプログレスバー
および図４ｄの右側のプログレスバーは、ショートカットウィンドウ内にセットされる全
てのオブジェクトのうち現在表示されているオブジェクトの位置を表すために用いられる
。
【００６４】
　本発明の本実施形態において、ショートカットウィンドウ内に表示できるオブジェクト
が調整される方式は、ショートカットウィンドウ内に含まれるオブジェクトに関連付けら
れたエレメントのタイプに限定されない。例えば、ショートカットウィンドウ内に含まれ
るオブジェクトが、インストールされたアプリケーションのみに関連付けられているとき
も、ショートカットウィンドウ内に表示できるオブジェクトは、本発明の本実施形態にお
ける方式に従って調整されてよい。
【００６５】
　本発明の本実施形態において、ショートカットウィンドウのサイズおよび表示エリア内
におけるショートカットウィンドウの位置は、限定されない。図４ｅに示すように、ショ
ートカットウィンドウは、表示エリアの中央にある。図４ｆに示すショートカットウィン
ドウは、全画面で表示される。
【００６６】
　第１画面がデスクトップであるとき、ショートカットウィンドウはさらに、デスクトッ
プのＤｏｃｋ領域内に表示されてよい。図４ｈに示すように、ショートカットウィンドウ
内に表示されるオブジェクトは、左右フリックにより変更される。
【００６７】
　任意選択的に、ショートカットウィンドウ内のオブジェクトの数が多過ぎることを回避
するために、ショートカットウィンドウ内にセットできるオブジェクトの最大数が予め設
定されてよい。
【００６８】
　加えて、端末は、ユーザによりトリガされる第３トリガイベントに従って、ショートカ
ットウィンドウのサイズを調整してよい。具体的には、端末は、ショートカットウィンド
ウを表示した後に、ショートカットウィンドウのサイズを調整するために用いられる第３
トリガイベントを検出し、第３トリガイベントに応答し、ショートカットウィンドウのサ
イズを調整する。第３トリガイベントは、例えばフリック操作のような操作であってよい
。例えば、ショートカットウィンドウの初期サイズが図４ｆに示されており、ユーザによ
りトリガされる操作によって、ショートカットウィンドウのサイズが図４ｅに示すものに
調整される。ショートカットウィンドウの図４ｆに示す対角線ａを一例として用い、ユー
ザによりトリガされる操作が、対角線ａの両端から中央へと同時に近づけるものである場
合、ショートカットウィンドウの長さおよび幅が同時に縮小される。具体的には、図４ｇ
に示すように、ユーザが対角線ａの両端から中央へと同時に１ｃｍスライドして止めると
き、ショートカットウィンドウ４００は、ショートカットウィンドウ４２０に縮小される
。オブジェクトは同じパーセンテージに従って縮小されてよく、またはオブジェクトのサ
イズは変更されないままとなる。ショートカットウィンドウがより小さいときは、一列内
のオブジェクトの数が減少してよい。例えば、初期状態では一列内に３つのオブジェクト
が表示され、ショートカットウィンドウが縮小された後には一列内に１つまたは２つのオ
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ブジェクトが表示される。加えて、水平方向または鉛直方向におけるショートカットウィ
ンドウのサイズはさらに、直接的に縮小されてよい。
【００６９】
　任意選択的に、本発明の本実施形態において、ショートカットウィンドウが全画面でな
いとき、ショートカットウィンドウの位置が、ユーザによりトリガされる操作に従って移
動されてよい。具体的には、当該操作は、ショートカットウィンドウの特定の領域内での
フリック操作であってよい。例えば、フリック操作は左から右への指のフリックであり、
ショートカットウィンドウは右方に移動する。具体的には、ショートカットウィンドウは
、実際の水平移動距離に基づいて移動してよく、すなわちショートカットウィンドウは指
のフリックと共に移動する。ショートカットウィンドウが端末の表示エリアの外に移動す
るとき、端末の表示エリアの外に移動するショートカットウィンドウの一部が隠れる。シ
ョートカットウィンドウが端末の表示エリアの外に移動した後、指がフリックを継続する
ことでショートカットウィンドウが隠れる。加えて、特定の実施形態において、ショート
カットウィンドウは指のフリックと共にさらに移動してよい。加えて、本発明の本実施形
態において、端末の表示エリアの縁部にショートカットウィンドウが移動するとき、ショ
ートカットウィンドウが移動した縁部への指のフリックが継続するか否かに関わらず、シ
ョートカットウィンドウは移動しなくてよい。
【００７０】
　本発明の本実施形態において、ショートカットウィンドウの背景透明度がさらに調整さ
れてよい。例えば、図５において、ショートカットウィンドウ４００内の暗いエリアが、
ショートカットウィンドウの背景である。背景透明度は、ユーザの必要性に応じて調整さ
れてよい。透明度が０であるとき、ショートカットウィンドウは第１画面を完全に覆って
よい。透明度が１００％であるとき、ユーザは、第１画面内の、ショートカットウィンド
ウの位置にあるコンテンツを、ショートカットウィンドウの背景から視認することができ
る。
【００７１】
　本発明の本実施形態において、ショートカットウィンドウのサイズ、位置、および背景
透明度の調整は、ショートカットウィンドウ内に含まれるオブジェクトに関連付けられた
エレメントのタイプに限定されない。例えば、ショートカットウィンドウ内に含まれるオ
ブジェクトが、インストールされたアプリケーションのみに関連付けられているときも、
ショートカットウィンドウのサイズ、位置、および背景透明度は、本発明の本実施形態に
おける方式に従って調整されてよい。
【００７２】
　段階３０２：端末が、ショートカットウィンドウ内の少なくとも１つのオブジェクトが
選択されたことを検出した後に、選択されたオブジェクトに関連付けられたエレメントの
画面を表示する。
【００７３】
　時間の経過に伴い、ユーザの使用習慣の変化とともに、頻繁に使用されるアプリケーシ
ョンがそれに対応して変化する場合がある。ユーザエクスペリエンスを改善するべく、任
意選択的に、第１画面が第１アプリケーションの画面であるとき、端末は、第１画面を表
示しているときに、第１アプリケーションに関連付けられた第１オブジェクトをショート
カットウィンドウ内にセットすることをトリガするために用いられる第２トリガイベント
を検出し、第２トリガイベントに応答し、第１オブジェクトをショートカットウィンドウ
内にセットする。
【００７４】
　第２トリガイベントは、例えば３本指での下フリックのような、第１画面とは無関係な
ジェスチャ操作であってもよく、または物理アイコンのトリガ、もしくは音もしくは圧力
などの操作であってもよい。ユーザは、当該物理アイコンを用いてセット画面に入ってよ
い。
【００７５】
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　具体的には、図４ａに示すように、ショートカットウィンドウ４００は、８つのオブジ
ェクトを含む。ショートカットウィンドウ内にセットできるオブジェクトの最大数が９で
ある場合、第１オブジェクトは、オブジェクト４０１の前に直接セットされる。図４ｉに
示すように、４０２が第１オブジェクトである。ショートカットウィンドウ内にセットで
きるオブジェクトの最大数が８である場合、予め設定される条件を満たすオブジェクトの
うちの１つが削除され、第１オブジェクトがショートカットウィンドウ内にセットされる
。具体的には、予め設定される条件は、実際の条件に従って設定されてよい。例えば、予
め設定される条件は、ショートカットウィンドウ内において選択される回数が最も少ない
オブジェクトである。
【００７６】
　任意選択的に、端末は、端末にインストールされた少なくとも１つのエレメントの特徴
が予め設定される特徴と一致することを決定したときに、当該少なくとも１つのエレメン
トに関連付けられたオブジェクトをショートカットウィンドウ内にセットする。
【００７７】
　具体的には、当該エレメントが端末にインストールされたアプリケーションである場合
、端末は、ユーザによる端末にインストールされたアプリケーションの使用習慣を学習す
ること、およびユーザにより使用されるアプリケーションのデータを解析することにより
、ユーザにより使用されるはずのアプリケーションを知能的に提案し、これによりユーザ
は、ユーザが使用する必要があるアプリケーションを迅速に見つけ得る。例えば、予め設
定される条件を満たすアプリケーションのアイコンが、予め設定される期間においてショ
ートカットウィンドウ内にセットされる。具体的には、予め設定される特徴が、特定の期
間におけるユーザによる第１アプリケーションの使用回数が予め設定される閾値（例えば
、予め設定される閾値は８である）よりも大きいことである場合、端末は、当該期間の開
始時を検出したときに、第１アプリケーションのアイコンをショートカットウィンドウ内
にセットする。任意選択的に、当該期間の終了時となったときに、ショートカットウィン
ドウ内の第１アプリケーションのアイコンが削除される。予め設定される特徴はさらに、
アプリケーションが新たなリマインダまたは新たなメッセージを有することであってよい
。例えば、メールボックスまたはメッセージなどのメッセージアプリケーションが新たな
リマインダを有することを端末が検出した場合、新たなリマインダを有するメールボック
スまたはメッセージなどのメッセージアプリケーションのアイコンがショートカットウィ
ンドウ内にセットされる。加えて、予め設定される特徴は、処理予定イベントに格納され
るイベントに関連する。処理予定イベントがチケットの購入を含むと仮定すると、処理予
定イベントがチケットの購入を含むことを端末が検出したときに、端末内におけるチケッ
トに関連する少なくとも１つのアプリケーションのアイコンがショートカットウィンドウ
内にセットされる。
【００７８】
　エレメントが音楽ファイル（例えばｍｐ３フォーマットのファイル）であり、予め設定
される特徴が、再生回数が予め設定される回数よりも大きいことである場合、当該音楽フ
ァイルのアイコンがショートカットウィンドウ内にセットされる。
【００７９】
　任意選択的に、端末は、当該少なくとも１つのオブジェクトのうちｎ個のオブジェクト
を予め設定される時間間隔でショートカットウィンドウから削除し、ｎは、０よりも大き
く、当該少なくとも１つのオブジェクトに含まれるオブジェクトの総数以下である正の整
数であることに留意されたい。
【００８０】
　具体的には、当該ｎ個のオブジェクトは、予め設定される削除条件を満たす。削除特徴
が、オブジェクトの選択回数が予め設定される閾値よりも小さいことであると仮定すると
、当該ｎ個のオブジェクトの選択回数は、全て予め設定される閾値よりも小さい。ｍ個の
オブジェクトの選択回数が全て予め設定される閾値よりも小さく、ｍはｎよりも大きいと
仮定すると、最大ｎ個のオブジェクトが毎回削除されるように端末が設定する場合、端末
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は、選択回数の少ない順にｎ個のオブジェクトを逐次削除する。
【００８１】
　本発明の本実施形態において、アプリケーション１の画面を表示すること、アプリケー
ション２の画面を表示すること、またはデスクトップを表示することのいずれであるかに
関わらず、端末は、第１トリガイベントを検出したときに、当該ショートカットウィンド
ウをショートカットウィンドウとして表示することを理解されたい。第１トリガイベント
は、同じ操作であってもよく、または複数の異なる操作であってもよい。
【００８２】
　あるいは、本発明の本実施形態において、端末上に表示されている画面がアプリケーシ
ョン１の画面であり、端末がアプリケーション１の画面上での第１トリガイベントを検出
したときに、ショートカットウィンドウ内にセットおよび表示されるオブジェクトは、端
末上に表示される画面がアプリケーション２の画面であり、端末がアプリケーション２の
画面上での第１トリガイベントを検出したときに、ショートカットウィンドウ内にセット
および表示されるオブジェクトとは異なる。すなわち、各アプリケーションが一のショー
トカットウィンドウに対応し、異なるアプリケーションの画面上にショートカットウィン
ドウが呼び出されるおよび表示される方式は、同じであってもよく、または異なっていて
もよい。
【００８３】
　同じ発明概念に基づいて、本発明の一実施形態はさらに端末を提供する。当該端末に対
応する方法は、本発明の実施形態における画面表示方法である。従って、本発明の本実施
形態における端末の実現形態については、当該方法の実現形態を参照されたく、繰り返し
の説明は提供しない。
【００８４】
　図６に示すように、本発明の本実施形態における端末は、表示ユニット６００および処
理ユニット６１０を備える。表示ユニット６００は、第１画面を表示するよう構成され、
処理ユニット６１０は、第１トリガイベントを検出したときに、表示ユニット６００が第
１トリガイベントに応答することをトリガするよう構成され、第１トリガイベントは、表
示ユニット６００がショートカットウィンドウを第１画面上に表示することをトリガする
ために用いられ、表示ユニット６００はさらに、第１トリガイベントに応答し、ショート
カットウィンドウを第１画面上に表示するよう構成され、ショートカットウィンドウは、
少なくとも１つのオブジェクトを含み、各オブジェクトは、１つのエレメントに関連付け
られ、当該少なくとも１つのオブジェクトに関連付けられたエレメントは、端末にインス
トールされたアプリケーション、連絡先、設定、リマインダ、またはドキュメントのうち
の少なくとも２つを含み、処理ユニット６１０はさらに、ショートカットウィンドウ内の
少なくとも１つのオブジェクトが選択されたことを検出した後に、表示ユニット６００が
選択されたオブジェクトに関連付けられたエレメントの画面を表示することをトリガする
よう構成される。
【００８５】
　任意選択的に、第１画面は、第１アプリケーションの画面である。
【００８６】
　任意選択的に、処理ユニット６１０はさらに、第１画面を表示ユニット６００上に表示
しているときに、第２トリガイベントを検出し、第２トリガイベントに応答するよう構成
され、第２トリガイベントは、第１アプリケーションに関連付けられたオブジェクトをシ
ョートカットウィンドウ内にセットすることをトリガするために用いられる。
【００８７】
　任意選択的に、処理ユニット６１０はさらに、当該少なくとも１つのオブジェクトのう
ちｎ個のオブジェクトを予め設定される時間間隔でショートカットウィンドウから削除す
るよう構成され、ｎは、０よりも大きく、当該少なくとも１つのオブジェクトに含まれる
オブジェクトの総数以下である正の整数である。
【００８８】
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　任意選択的に、オブジェクトは、アプリケーションのアイコン、または、予め設定され
るパーセンテージに従って縮小された、アプリケーションの、端末上で最後に表示された
画面のスクリーンショットである。
【００８９】
　任意選択的に、処理ユニット６１０はさらに、端末にインストールされた少なくとも１
つのアプリケーションの特徴が予め設定される特徴と一致することを決定した後に、当該
少なくとも１つのアプリケーションに関連付けられたオブジェクトをショートカットウィ
ンドウ内にセットするよう構成される。
【００９０】
　任意選択的に、処理ユニット６１０はさらに、表示ユニット６００がショートカットウ
ィンドウを表示した後に、ショートカットウィンドウのサイズを調整するために用いられ
る第３トリガイベントを検出し、第３トリガイベントに応答し、ショートカットウィンド
ウのサイズを調整するよう構成される。
【００９１】
　任意選択的に、ショートカットウィンドウ内に含まれるオブジェクトの数がショートカ
ットウィンドウ内に表示されるオブジェクトの数よりも大きいとき、処理ユニット６１０
はさらに、ショートカットウィンドウ内の少なくとも１つのオブジェクトが選択されたこ
とを検出する前に、ショートカットウィンドウの表示エリア内でのフリック操作を検出し
、フリック操作に応答し、ショートカットウィンドウ内に表示される少なくとも１つのオ
ブジェクトを切り替え、ショートカットウィンドウ内に表示されるオブジェクトが選択さ
れた少なくとも１つのオブジェクトを含むことを決定するよう構成される。
【００９２】
　上述の内容から、端末は、第１画面を表示しているときに、第１トリガイベントを検出
し、第１トリガイベントに応答してショートカットウィンドウを第１画面上に表示するこ
とが把握されよう。ショートカットウィンドウは、少なくとも１つのオブジェクトを含み
、各オブジェクトは、１つのエレメントに関連付けられ、少なくとも１つのオブジェクト
に関連付けられたエレメントは、端末にインストールされたアプリケーション、連絡先、
設定、リマインダ、またはドキュメントのうちの１または複数を含む。端末は、ショート
カットウィンドウ内の少なくとも１つのオブジェクトが選択されたことを検出した後に、
選択されたオブジェクトに関連付けられたエレメントの画面を表示する。本発明の本実施
形態においては、ショートカットウィンドウを第１画面上に表示することができる。従っ
て、ユーザは、ショートカットウィンドウを第１画面上に直接呼び出すこと、およびショ
ートカットウィンドウ内のオブジェクトを用いることにより、別のアプリケーションの画
面に直接的に入り得る。これにより、従来技術と比較して、第１画面から別のアプリケー
ションの画面に入る方式が簡略化され、それによりユーザエクスペリエンスが改善される
。
【００９３】
　本発明は、本発明の実施形態に係る方法、デバイス（システム）、およびコンピュータ
プログラム製品のフローチャートおよび／またはブロック図に関連して説明されている。
フローチャートおよび／またはブロック図内の各プロセスおよび／または各ブロックなら
びにフローチャートおよび／またはブロック図内のプロセスおよび／またはブロックの組
み合わせを実現するために、コンピュータプログラム命令が用いられてよいことを理解さ
れたい。これらのコンピュータプログラム命令は、機械を生成するよう、汎用コンピュー
タ、専用コンピュータ、組み込みプロセッサ、または任意の他のプログラム可能データ処
理デバイスのプロセッサに提供されてよく、これにより、コンピュータまたは任意の他の
プログラム可能データ処理デバイスのプロセッサにより実行される命令が、フローチャー
ト内の１または複数のプロセスおよび／またはブロック図内の１または複数のブロックに
おける特定の機能を実現するための装置を生成する。
【００９４】
　これらのコンピュータプログラム命令は、特定の方式で動作するようコンピュータまた
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読メモリに格納されてよく、これにより、コンピュータ可読メモリに格納された命令が、
命令装置を含むアーティファクトを生成する。命令装置は、フローチャート内の１または
複数のプロセスおよび／またはブロック図内の１または複数のブロックにおける特定の機
能を実現する。
【００９５】
　これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータまたは別のプログラム可能デー
タ処理デバイス上にロードされてよく、これにより、一連のオペレーションおよび段階が
、コンピュータまたは別のプログラム可能デバイス上で実行され、それにより、コンピュ
ータにより実現される処理が生成される。従って、コンピュータまたは別のプログラム可
能デバイス上で実行される命令は、フローチャート内の１または複数のプロセスおよび／
またはブロック図内の１または複数のブロックにおける特定の機能を実現するための段階
を提供する。
【００９６】
　本発明のいくつかの好適な実施形態を説明したが、当業者であれば、基本的な発明概念
を把握すれば、これらの実施形態に対して変更および修正を行うことができる。従って、
以下の特許請求の範囲は、それら好適な実施形態ならびに本発明の範囲内でのあらゆる変
更および修正を包含するものとして解釈されるよう意図されている。
【００９７】
　当業者であれば、本発明の趣旨および範囲から逸脱しない限りにおいて、本発明に対す
る様々な修正および変形を行うことができるのは明らかである。本発明は、これらの修正
および変形が、以下の特許請求の範囲およびそれに均等な技術によって定義される保護範
囲に含まれる限りにおいて、それらを包含するよう意図される。

【図１】 【図２】



(19) JP 6828150 B2 2021.2.10

【図３】 【図４ａ】

【図４ｂ】

【図４ｃ】

【図４ｄ】

【図４ｅ】



(20) JP 6828150 B2 2021.2.10

【図４ｆ】 【図４ｇ】

【図４ｈ】

【図４ｉ】

【図５】

【図６】



(21) JP 6828150 B2 2021.2.10

10

フロントページの続き

(72)発明者  ニー、ジン
            中華人民共和国・５１８１２９・グァンドン・シェンツェン・ロンガン・ディストリクト・バンテ
            ィアン・（番地なし）・ホアウェイ・アドミニストレーション・ビルディング　ホアウェイ・テク
            ノロジーズ・カンパニー・リミテッド内

    審査官  木村　慎太郎

(56)参考文献  米国特許出願公開第２０１４／００６８５１８（ＵＳ，Ａ１）　　
              特表２０１５－５２０４６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２７２６５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２８７７０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－１５７５７８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４８４　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４８８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

